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研究要旨 
【目的】 

平成 28 年には児童福祉法・母子保健法が改正され、妊娠期からの切れ目ない妊産

婦支援による児童虐待予防が求められている。一連の事業主体は市区町村と考えられ

る。そこで、平成 29 年度事業が開始される直前にアンケート調査を行い、本邦の母

子保健事業の現状を調査することを目的とした。 

【方法】 

対象は、全国の市町村母子保健担当者で、対象市区町村は、1741 ヶ所である。評価

項目としては、①市町村基本情報、②妊娠届受付、③支援を要する妊産婦への対応、

④支援を要する妊産婦に関する医療機関との連携、⑤特定妊婦や要保護児童対策地域

協議会について、⑥産後母子事業等である。 

【結果】 

今年度は、計画立案およびアンケート調査発送・回収まで行う。 

【結論】 

次年度はアンケート集計ならびに分析を予定している。これによって、平成 29 年

度の全国の市区町村における母子保健事業の現状・課題が明らかになる予定である。
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A. 研究目的 
平成 28 年には児童福祉法・母子保

健法が改正され、妊娠期からの切れ目

ない妊産婦支援による児童虐待予防

が求められている。一連の事業主体は

市区町村と考えられる。そこで、平成

29 年度事業が開始される直前にアン

ケート調査を行い、本邦の母子保健事

業の現状を調査することを目的とした。 

 
B. 研究方法 
対象は、全国の市区町村母子保健担

当者で、対象者数は、1700 名と見積も

られる。評価項目としては、アンケー

トを用いて以下の項目を検討する。 

① 市町村基本情報 

② 貴管轄内の周産期関連施設  

③ 妊娠届受付 

④ 支援を要する妊産婦への対応 

⑤ 支援を要する妊産婦に関する医療

機関との連携 

⑥ 特定妊婦や要対協について 

⑦ 産後母子事業 

アンケート内容は文末に添付とする。 

そして、それぞれの項目についてク

ロス集計により本邦の母子保健事業

の現状を検討する。 

なお、対象者への説明・同意方法は、

書面にて行い、回答していただいた事

で同意を得たものとする。 

 
C. 研究結果 
今年度は、計画立案およびアンケー

ト調査発送・回収まで行う。現在回収

中である 

 

D．考察 
平成 21 年の児童福祉法改正により、

出産後の養育について出産前におい

て支援を行うことが必要と認められ

る妊婦については「特定妊婦」として

要保護児童対策地域協議会（以下、要

対協）の支援対象となった。しかし、

同法改正以降も従来の母子保健業務

を中心とした保健師による妊婦への

支援が行われる中で、支援を要する妊

産婦の効率的な抽出方法・産後ケア、

医療機関との連携のあり方が課題と

なっている。平成 28 年には児童福祉

法・母子保健法の改正があり母子健康

包括支援センターの設置・運用が開始

される。その課題解決に向けて、各市

区町村の母子保健担当部署が工夫を

凝らしながら、独自のノウハウで対応

しているものと思われる。そこで、全

国各市区町村の母子保健担当部署の

母子保健事業の現状について調査す

ることとした。 
本アンケート調査で妊娠期から子育

て支援までの現状が明らかになると考

えられる。結果によって問題点、課題

等が明らかになれば、医療・保健・福

祉の連携を実効あるものにしていく方

策がみえてくることも期待できる。 

 
E. 結論 
次年度はアンケート集計ならびに

分析を予定している。これによって、

平成 29 年度の全国の市区町村におけ

る母子保健事業の現状・課題が明らか

になる予定である。 
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F．健康危険情報 
研究内容に介入調査は含まれてお

らず、関係しない。 

 
G. 研究発表 
なし 

 
H. 知的財産権の出願・登録状況（予

定を含む。） 

 
１．特許取得：なし 
２．実用新案登録：なし 
３．その他：なし 
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■アンケート 
 
※以下の設問は回答困難な場合は空欄のままにしておいてください。 

件数などは平成 27 年度(2015 年 4 ⽉〜2016 年 3 ⽉)の数で回答してください。 
概数でも構いません。 

 
回答部署  

都道府県名：                  

市区町村名：                  

担当課名：                   

 
【1】貴管轄内の平成 27 年(2015 年)度の⼈⼝と年間出⽣数をお教えください。 
 

⼈ ⼝：        ⼈ (2015 年 3 ⽉ 31 ⽇) 

出⽣数：        ⼈ (2015 年 4 ⽉〜2016 年 3 ⽉) 
 
【2】貴管轄内の周産期関連施設についてお教えください。 
 

□分娩取扱い医療機関：        ヶ所 そのうち助産施設：  ヶ所 
□妊婦健診のみ取扱い医療機関：    ヶ所 
□助産所：     ヶ所  そのうち助産施設：  ヶ所 

 
【3】妊娠届受付についてお尋ねします。 

【3】-①妊娠届受付 (⺟⼦健康⼿帳交付)を⾏っている部署と交付実数についてお教えください。 
 

□保健センター：            件 
□市区町村役場及び出張所：              件 
□その他 (           ) ：        件 

 
 【3】-②妊娠届受付時の対応⽅法についてお教えください。(複数回答可) 
 

□保健センター 
□⺟⼦健康⼿帳交付のみ 
□アンケート等でアセスメントする 
□⾯談でアセスメントする 

□市区町村役場及び出張所 
□⺟⼦健康⼿帳交付のみ 
□アンケート等でアセスメントする 
□⾯談でアセスメントする 

□その他 (             )  
□⺟⼦健康⼿帳交付のみ 
□アンケート等でアセスメントする 
□⾯談でアセスメントする 
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 【3】-③⾯談を実施している場合のみお答えください。 

担当職種をお教えください。(複数回答可) 
 

□保健師  □助産師  □看護師 
□その他 (           ) 

 
【4】⽀援を要する妊産婦への対応についてお尋ねします。 

【4】-①貴市区町村内の保健師数についてお教えください。 
 

総数：  ⼈   そのうち⺟⼦保健担当：  ⼈ 
 

【4】-②保健師の充⾜感はいかがでしょうか？ 
 
  □⾜りている  □なんとか⾜りている  □もう少し欲しい 

 □まったく⾜りていない 

 【4】-③⽀援を要する妊婦のアセスメント基準を決めていますか？ 
決めている場合はその基準について教えてください。（提出可能であれば返信封
筒に⼊れてください) 

 
□決めていない 
□決めている 

□スコア化している 
□スコア化せず担当者会議で検討 
□その他 

 
 【4】-④⽀援を要する妊婦の情報収集で困ったことはありますか？ 
 

□ない  □ある  
 

【4】-⑤情報収集における問題点をお教えください。(複数回答可) 
 

□個⼈情報保護 
□関与機関の⾮協⼒ 
□妊産婦の⾮協⼒ 
□関係者(家族、友⼈等)の⾮協⼒ 
□その他
（                      ) 

 
 【4】-⑥妊娠中の保健師の⽀援を拒否された場合の対応についてお教えください。 
 

□追加⾏動は取れない 
□追加⾏動をしている 

□要保護児童対策地域協議会(要対協)にあげる 
□児童福祉主担課に⽀援依頼する 
□その他 (             ) 
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【5】⽀援を要する妊産婦に関する医療機関との連携についてお尋ねします。 
【5】-①⽇頃から貴部署と恒常的に綿密に連携出来ていると思える診療科はあります
か？(複数回答可) 

 
□ない (少数事例ならば、なしとしてください) 
□ある 

□産婦⼈科  □⼩児科  □精神科  □その他
（          ） 

 
【5】-②⽀援を要する妊産婦について、保健機関から医療機関へ何件の問い合わせをしまし
たか？  

また、医療機関からの情報取得が困難な事例はありましたか？（例：個⼈情報保護等で情報
提供を拒まれる） 

 
問い合わせ事例数：     件  

困難事例：      件  
 
 【5】-③医療機関から⽀援を要する妊産婦について、問い合わせが来ることがありますか？ 

ある場合は、その⽅法もお教えください。 
 

□ない 
□ある 

□⾏政上の情報提供⽤紙使⽤（特定妊婦としての通告を含む） 
□それ以外 (複数回答可) 

最初の連絡⼿段 □電話  □⽂書  □メール □その他
（       ） 
妊婦さんの同意あり：  件  妊婦さんの同意なし：  件 

  
【6】特定妊婦や要対協についてお尋ねします。 

【6】-①⽀援を要する妊婦を要対協にあげる基準はありますか？ 
 

□ない 
□ある 

□資料提供出来ない 
□資料提供可能である (返信封筒に⼊れてください) 

 
 【6】-②特定妊婦を要対協の対象としていますか？ 
 

□要対協の対象としたことはない 
□全例要対協の対象として管理している 
□対象とすることがある 

 
【6】-③平成 27 年度に新たに要対協に登録した特定妊婦の総数を教えてください。 

 
新規登録者数：   ⼈ 
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 【6】-④⽀援中の妊婦が特定妊婦となった場合、⺟⼦保健部署の役割は何でしょうか？
（複数回答可） 
 

□主担当機関  □⾒守り機関  □アセスメント機関 
□その他 (                ) 

 
【6】-⑤要対協の実務者会議(毎回)に正式な委員として医師は参加していますか？ 

 
□参加していない 
□参加している (複数回答可) 

□⼩児科医師 □産婦⼈科医師 □精神科医師 
□その他（          ） 

 
【7】産後⺟⼦事業(出産後 1 年以内)についてお尋ねします。 

【7】-①産後ケア事業(訪問･デイケア･宿泊)についてお教えください。 
 

□産後ケア事業を⾏っていないし、予定もない 
□産後ケア事業を検討中である(時期未定) 
□産後ケア事業を準備している(平成 29 年度中) 
□産後ケア事業を⾏っている 

 
【7】-②産後ケア事業を検討･準備･⾏っている場合にご回答お願いします。(複数回答可) 

 
□訪問 (アウトリーチ)型  □デイケア型  □宿泊型 

 
 【7】-③産後 2 週間健診補助についてお教えください。 
 

□⾏っていない、予定もない 
□検討中である (時期未定) 
□準備している (平成 29 年度中) 
□⾏っている 

 
【7】-④産後 1 ヶ⽉健診補助についてお教えください。 

 
□⾏っていない、予定もない 
□検討中である (時期未定) 
□準備している (平成 29 年度中) 
□⾏っている 

 
 【7】-⑤産後 2 週間健診補助を⾏う場合についてお教えください。 
 

□健診の依頼内容は決まっていない 
□健診の依頼内容は決まっている 

□資料提供出来ない 
□資料提供可能である(返信封筒に⼊れてください) 
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【7】-⑥産後(1 年以内)に利⽤できる⺟⼦⽀援事業で市区町村独⾃で実施中のものある
いは準備中の ものはありますか？ 

 
□特にはない 
□⾏っている 

⇒以下に具体的に記載をお願いします。もし、可能ならば資料提供お願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【8】社会的ハイリスク妊娠(特定妊婦)に対する独⾃の⽀援はありますか？ 
 

□特にはない 
□⾏っている 

⇒以下に具体的に記載をお願いします。もし、可能ならば資料提供お願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ご回答有り難うございました。 
 
 

厚⽣労働科学研究費補助⾦ 
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業 

「妊婦健康診査および妊娠届を活⽤したハイリスク妊産婦の把握 
と効果的な保健指導のあり⽅に関する研究」 

 
主任研究者 光⽥信明 
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